
第３次基本構想・基本計画の構成について 
 

■総合計画づくりにおけるポイント 

 ・今後 10年間で何を目指して何をすべきかが示されていること 

 ・市民にとって分かりやすく共感できる計画であること 

 ・職員にとって実用的であること 

 

【策定のための基本方針より】 

① 基本構想 

基本構想は、まちづくりの基本的な理念や、目指すべき都市像や将来の基本目標・

まちづくりの方向などを示し、長期的な視野に立ったまちづくりのビジョンを定め

ます。 
 

② 基本計画 

基本計画は、基本構想を実現するための施策体系を示すもので、各施策の領域にお

ける市の現状や課題、今後の方向を示し、施策を総合的に運営するための計画となる

ものです。 

 

■第２次基本構想・基本計画の構成 

【基本構想】  

 ・計画のフレーム ⇒計画期間や想定人口等の基本情報 

 ・わたしたちの望み（基本理念） 

 ・理想のまち（４つの将来像） 

 ・まちづくりの課題（７） 

 ・まちづくりの方向（６つのまちづくりの方向と 13の分野） ⇒施策体系 

【基本計画】  

（１）総論 

 ・計画の位置づけ、期間、指標 ⇒基本事項 

 ・これまでの取組と評価 ⇒第１次総合計画（後期計画）についての評価 

 ・今後のまちづくりに関する意見 ⇒市民参加のまとめ 

 ・計画を推進するために ⇒計画推進の基本的な考え方 

・基本計画の構成 ⇒まちづくりの方向（６）、分野（13）、施策（34） 

（２）各論 

 ・施策ごとに、施策目標、現状と課題、成果指標、課題解決に向けた視点 等 
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第２次総合計画の構成 他自治体の状況 

基本理念 基本理念としては明確に定めず、将来像のみ（基本理念

と将来像を分けていない）の自治体もある。 

将来像（４）  目指すべきまちの姿を一文で完結に描いている自治体

が多い。 

まちづくりの方向（６） どの自治体でも記載があるが、「基本目標」としている

自治体が多く、分野と併せて分かりやすく記載している

自治体もある。 

分野（13） この段階の表現がない自治体もある。 

施策（34） 自治体によって施策数は様々。施策の立て方も自治体

によって異なる。 

【例１】「農業」は西東京市では「産業の振興」に含まれ

るが、他市では独立した施策となっている。 

【例２】「学校教育」は西東京市では１つの施策だが、他

市では複数の施策に分かれている。 
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【基本理念】 【将来像】 

みんなでつながり支

えあうまち 

豊かで明るい活気あ

るまち 

安全・安心でほっと

やすらぐまち 

ひと・もの・ことが

育ち活かされるまち 

みんなでつくるま

ちづくり 

創造性の育つまち

づくり 

笑顔で暮らすまちづ

くり 

環境にやさしいま

ちづくり 

安全で快適に暮ら

すまちづくり 

活力と魅力あるま

ちづくり 

【まちづくりの方向性】 

【み-1】みんなが輝

き活躍するまちを実

現するために 

【み-1-1】市民主体のまち

づくりの推進 

【み-2】一人ひとり

が尊重される社会を

構築するために 

【み-3】市民が満足

し持続発展するまち

であるために 

【み-2-1】人権と平和の尊

重 

【み-3-1】開かれた市政の

推進 

【み-1-2】協働のまちづく

りの推進 

【み-2-2】国際化の推進 

【み-2-3】男女平等参画社

会の推進 

【み-3-2】健全な自治体の

運営 

【分野】 【施策】 

≪参考≫第２次総合計画の体系図（一部抜粋） 

基本構想 基本計画 


